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◎議案補充説明

（１）議案第１７１号「工事請負契約について（一般国道３１１号（新鹿工区）道路

改良（新鹿逢神トンネル（仮称））工事）」 

議案 第１71号   工 事 請 負 契 約 に つ い て 

工 事 名 一般国道３１１号（新鹿工区）道路改良（新鹿逢神トンネル（仮称））工事 

施 工 場 所 熊野市新鹿町 地内 

契 約 金 額     2,498,100,000円（消費税等含む） 

請 負 者 

住 所 氏 名     

津市大倉19番1号 

日本土建・井本・宝龍特定建設工事共同企業体 

代表者 日本土建株式会社 

代表取締役社長 田村 賴一 

契 約 工 期     議決日から780日間 

工事の概要 

施工延長 L=540.0m 

幅員 W=5.5(8.50)m 

トンネル工 L=493.0m 

内空断面積 A=45.6m2 

  掘削工（NATM（発破掘削）工法） 

    V=27,600m3 

  覆工コンクリート工 V=3,960m3 

  インバート工 V=583m3 

舗装工 A=3,378m2 

坑門工 N=1式 

契 約 方 法 一般競争入札
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一般国道３１１号（新鹿工区）道路改良（新鹿逢神トンネル（仮称））工事

1

 上記入札額は、消費税および地方消費税（免税業者にあっては相当額）を除いた金額です。
　また、本工事は価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式にて行ったた
め、評価値の最も大きい入札者を落札者としています。また、評価値とは標準点100点に提案による加算
点を加えた技術評価点を入札額（千万円単位）で除した値（小数点第六位以下切り捨て）です。

2,271,000,000 130.22 0.57342 落札決定

入札結果調書　（総合評価　除算方式）

入札年月日

入札者

令和7年8月26日

備　考

日本土建・井本・宝龍特定建設工事共同
企業体

入札額 標準点＋加算点

工 事 番 号

工 事 名

施 工 場 所

令和7年度社会資本・広連・国　第　A11-02分0002号 

熊野市新鹿町　地内

評価値

第１回
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【議案 第１７１号】 

一般国道３１１号（新鹿工区）道路改良（新鹿逢神トンネル（仮称））工事 

【位置図】 

【現況写真】 

熊野市 

42 

施工場所 

311 
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（２）議案第１７２号「工事請負契約の変更について（二級河川鳥羽河内川鳥羽河内 

ダム本体建設工事）」 

議案 第172号   工 事 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て 

工 事 名 二級河川鳥羽河内川鳥羽河内ダム本体建設工事 

施工場所  鳥羽市河内町 地内 

契 約 金 額     
変更前  8,562,928,000円 （消費税等含む） 

変更後  8,813,761,000円 （消費税等含む） 

請 負 者 

住 所 氏 名     

三重県津市栄町１丁目864 

前田・水谷・磯部特定建設工事共同企業体 

代表者 前田建設工業株式会社 三重営業所 

所長 水野裕史 

契 約 工 期     令和5年10月20日 ～ 令和10年4月28日 

工事の概要 

重力式コンクリートダム（流水型ダム） 

堤高 H=39.0m 堤頂長 L=176.5m 

堤体積（減勢工含む） V=60,610㎥ 

基礎掘削 V=158,130㎥ 

変更理由 

基礎掘削、堤体形状の変更による増額 

 ダム本体部の掘削で地質構造が確認できたことに伴

い、掘削土量及び堤体コンクリートの数量が増工したこ

と等による増額を行うものである。 

契 約 方 法 随意契約 
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【議案 第１７２号】 二級河川鳥羽河内川鳥羽河内ダム本体建設工事 

重力式コンクリートダム（流水型ダム） 

堤高 H=39.0m 堤頂長 L=176.5m 

堤体積（減勢工含む） V=60,610m3  基礎掘削 V=158,130m3 

位 置 図 

現場状況写真 
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（１）第１次国土強靱化実施中期計画に基づく、
県独自の新たな「5年後の達成目標」（素案）

◎所管事項
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県内の国土強靱化対策は
着実に推進しているが、未だ道半ば。
引き続き強力かつ計画的に進める必要がある。

要対策

１４９箇所

１９箇所

R５年度末
（２５％）

R６年度末
（３１％）

約６０箇所

完了率

R２年度末
（１３％）

第１次国土強靱化実施中期計画に基づく、県独自の新たな「5年後の達成目標」（素案）

三重県では、令和３年度に県独自の「５年後の達成目標」を定め、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」等の
予算を活用し、計画的に国土強靱化対策を推進中。

現行「５年後の達成目標」の進捗状況 （R3～R7) １8項目

現行の目標については、
概ね達成予定！

約60％残

（目標例）
法面・盛土の土砂災害防止対策

R７年度末

約４０％

完了した対策項目

次期計画に
引き継がない項目
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令和７年６月に閣議決定された「第１次国土強靱化実施中期計画」に基づき、県独自の新たな「5年後の達成目標」を
令和８年３月に策定予定。 ５年後の目標を改めて設定することで、国土強靱化対策をより計画的に推進。

新たな「5年後の達成目標」（素案） （R８～R１２)

道路

流域

流域

【追加項目】 最近の状況をふまえて、現行計画にない項目を追加

頻発する豪雨をふまえて

住宅

能登半島地震の気づきをふまえて

都市

八潮市道路陥没事故をふまえて

・河川整備の推進

・避難路沿道建築物の耐震化
・住宅の耐震化

・下水道管路の健全性確保

埼玉県HPより

二級河川三渡川（松阪市）

【継続項目】

珠洲市

都市

・法面・盛土の土砂災害防止対策※
・渡河部橋梁の流出防止対策※
・舗装修繕※
・橋梁の耐震補強【県独自】※
・未改良区間の整備【県独自】※

・河口部の大型水門・樋門等の耐震化
・砂防堰堤等による避難所・要配慮者
利用施設の保全
・海岸堤防等による高潮対策
・河川堆積土砂の撤去【県独自】
・越水しても壊れにくい粘り強い堤防強化対策
・ダム整備（鳥羽河内ダム）
・ゼロメートル地帯における河川堤防の耐震対策
・ゼロメートル地帯における海岸堤防の耐震対策
・砂防ダム堆積土砂の撤去【県独自】

・都市公園の老朽化対策※

現行計画で要対策箇所に未対策があるもの
については、再度５年後の目標を設定

第１次国土強靱化実施中期計画に基づく、県独自の新たな「5年後の達成目標」（素案）

※緊急輸送道路
県道 松阪久居線（津市）

亀山サンシャインパーク（亀山市）

宇治山田港海岸(伊勢市)

気候変動をふまえた洪水に対応
（必要な流下能力を確保）

21項目

・無電柱化の推進
・下水処理場の耐震化

都市

石川県HPより

事業の必要性・進捗を視覚化することで、県民に対して明確な情報を発信

実施すべき施策を明示し、定量的な指標により、進捗状況を把握・管理

※5年間で新たに老朽化施設が増えたため
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  令和７年１２月
三重県 県土整備部

１．令和７年９月１２日から１３日にかけての大雨の状況

２．氾濫危険水位（警戒レベル４）超過河川の状況

３．整備効果事例

（２）令和７年９月１２日から１３日に
かけての大雨における

防災・減災、国土強靱化対策 効果事例
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１．令和７年９月１２日から１３日にかけての大雨の状況

○県内雨量状況

観測所 時間最大 降水量※ 備考

北勢 （いなべ市） 38.0 145.0 四日市観測所で
1～12時間降水量が
観測史上１位を更新四日市 （四日市市） 123.5 264.0

三重県北部では、令和７年９月１２日から１３日に

かけて大雨となり、四日市市・菰野町付近では１時間
に約120㎜の猛烈な雨を観測し、記録的短時間大雨
情報が発表された。

大雨の影響により、住宅等の浸水被害や、公共交
通機関等にも影響があった。

出典：津地方気象台

○解析雨量

○道路の状況（県管理道路）
6区間で通行止めを実施
（災害1区間、雨量規制5区間）

※9月12日02時～13日16時の合計値

（ｍｍ）（ｍｍ）

（9月12日02時～13日16時）

（積算）

〇四日市

〇北勢

〇四日市

〇北勢

〇四日市

〇北勢

（9月12日18時～19時） （9月12日21時～22時）

四日市市街地の冠水の状況 四日市市内の災害状況

○施設の被災状況
県市町合計で14件の災害復旧事業を報告（12月5日時点）

河川 砂防設備 道路 橋梁 合計

県 11 0 2 0 13

市町 0 0 1 0 1

合計 11 0 3 0 14

（１時間） （１時間）

菰野町付近

1
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２．氾濫危険水位（警戒レベル４）超過河川の状況

県が管理する４河川で氾濫危険水位（警戒レベル４）を超過

【二級河川 鹿化川（四日市市 日永観測所）】
時間雨量92mm、24時間雨量176mm

雨
量

(m
m

/h
)

水
位

(m
)

【二級河川 朝明川（菰野町 朝明観測所）】

時間雨量115mm、24時間雨量211mm

雨
量

(m
m

/h
)

水
位

(m
)

鹿化川（鹿化橋上流側）9月12日22時00分 朝明川（福崎橋）9月12日21時40分

氾濫危険水位

避難判断水位
（氾濫注意水位）

水防団待機水位

氾濫危険水位

水防団待機水位

避難判断水位

（氾濫注意水位）

1
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３．整備効果事例 位置図

３．二級河川朝明川 河川改修事業 （川越町）

２．二級河川員弁川
河川改修事業 （桑名市）

「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」等
で整備し、令和７年９月１２日から１３日にかけての大雨により記録的な大雨を受けたが、整備効果を発揮し
たインフラ施設について、 代表的な事例を紹介。

１．一般国道４７７号
災害防除事業（菰野町）

４．二級河川朝明川
河川改修事業（堤防強化） （四日市市）

５．二級河川海蔵川
河川堆積土砂撤去事業 （四日市市）

６．一級水系員弁川水系西之貝戸川
砂防事業 （いなべ市）

７．宗利第２
緊急浚渫推進事業 （三重郡菰野町）

日永
観測所

朝明観測所
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対策前 対策後

Before：
既存の落石防護網は劣化が進み、法面も
風化が激しく、豪雨時に法面が崩壊し、
道路の通行が困難になるリスクがあった

After：
吹付法枠工の対策を実施したことで、
豪雨による法面の崩落を防止し、通行
止めリスクが軽減された

１．法面保護により通行止めリスクを軽減道路

◇一般国道４７７号災害防除事業 （菰野町） ５か年加速化対策

1
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２．河川改修により浸水被害発生リスクを軽減 ※事業推進中流域

５か年加速化対策◇二級河川員弁川 河川改修事業 （桑名市）

対策中 対策後

Before：
流下能力の低い区間があり、大雨等に
よる水位上昇で、堤防を越水し洪水が
発生するリスクがあった

After：

河川改修で川幅を拡げたことにより、
水位低下が図られ、浸水被害発生リスク
が軽減された

対策前の推測水
位に対して
じた

水位低下

約 ９cm
整備前の水位

今回洪水の水位引堤
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３．河川改修により浸水被害発生リスクを軽減 ※事業推進中流域

◇二級河川朝明川 河川改修事業 （川越町）

対策中 対策後

Before：
流下能力の低い区間があり、大雨等に
よる水位上昇で、堤防を越水し洪水が
発生するリスクがあった

After：
河川改修で護岸を整備したことにより、
堤防高が確保され、浸水被害発生リスク
が軽減された

今回、近傍の水位観測所において氾濫危険
水位（警戒レベル４）を超過したが、越水
による浸水被害は発生しなかった

今回(R7.9)水位

護岸

みなみふくさき

 南福崎 観測所

５か年加速化対策

３か年緊急対策
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対策前 対策後

Before：
想定を超える大雨により、河川の水が
堤防を越えると、堤防の裏側（人家側）
等が削られて堤防が決壊するリスクが
あった

After：
堤防をコンクリートで覆うことにより、
越水しても壊れにくい「粘り強い堤防」
に強化された

４．粘り強い堤防強化により避難時間を確保流域

◇二級河川朝明川 河川改修事業（堤防強化） （四日市市）

人家側

今回、近傍の水位観測所において氾濫危険
水位（警戒レベル４）を超過したが、破堤
しなかった

人家側

県単事業
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対策前 対策後

Before：
河川内に土砂が堆積し、豪雨時に河川の
水がスムーズに流れず、洪水が発生する
リスクがあった

After：

堆積土砂や樹木を撤去したことにより、
水位低下が図られ、洪水発生リスクが
軽減された

５．河川堆積土砂の撤去により洪水発生リスクを軽減流域

◇二級河川海蔵川 河川堆積土砂撤去事業 （四日市市）

いなこ

依那古（国）観測所

水位低下

約２０cm
掘削前水位

掘削後水位

掘削
すえなが

末永 観測所

緊急浚渫推進事業債
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対策後

Before：
豪雨時に土石流が発生した場合、下流の
人家109戸、公民館、駅、県道等に土砂
が到達し被災するリスクがあった

After：
砂防えん堤を整備したことにより、
土石流が発生した場合、岩や流木などを
含む約89,000m3 （ダンプトラック
約17,800台分）の土砂を捕捉すること
が可能となり、土砂災害が発生する
リスクが軽減された

６．砂防えん堤により土砂災害発生リスクを軽減流域

５か年加速化対策◇一級水系員弁川水系西之貝戸川 砂防事業 （いなべ市）

対策中

三岐鉄道
西藤原駅

藤原岳登山口
休憩所

大野山
誓願寺大貝戸

公民館

4号砂防えん堤

2号砂防えん堤

1号砂防えん堤

3号砂防えん堤

支川1号砂防えん堤

支川2号砂防えん堤

３か年緊急対策
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対策前 対策後

Before：
砂防えん堤の堆砂敷が堆積土砂で満砂に
なっていると、さらに発生した土砂等
を貯めきれず、土砂が流出する危険性
があった

After：
堆積土砂を撤去したことにより、土石流
が発生した場合、岩や流木などを含む
約3,600m3（ダンプトラック
約700台分）の土砂を捕捉することが
可能となり、土砂災害が発生するリスク
が軽減された

７．砂防えん堤堆積土砂の撤去により土砂災害発生リスクを軽減流域

◇宗利第２ 緊急浚渫推進事業 （三重郡菰野町） 緊急浚渫推進事業債
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（３）道路の維持管理（街路樹）・交通安全対策について

県道伊勢南島線の歩道整備

【 安全・快適・健全な通行環境の確保に向けた道路の維持管理 】

県道松阪第２環状線の街路樹

2
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１．景観等に配慮した質の高い街路樹管理をめざして

２．交通安全対策について

目 次
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１．景観等に配慮した質の高い街路樹管理をめざして

カルテ
…健全度が低い
街路樹は個別の
カルテ作成

ＧＩＳ
…ＧＩＳ位置情報と連携

●健全度を勘案のうえ、

路線毎に作成

街路樹管理の取組

※令和７年度は一部路線で策定

健全度診断

●全ての街路樹(高木)
約12,000本を対象に
樹木医による健全度診断

樹木台帳

●健全度を反映した樹木台帳(イメージ)

育成計画

●落枝事故が発生した路線
で樹木医※による健全度
診断を試行

健全度診断の試行

●事故が発生した街路樹
とは別の危険木(落枝)
を確認

落枝を除去し、
事故を未然防止

樹木番号 路線名 樹種名
幹周
(cm)

樹高
(m)

枝張
(m)

カルテ
対応

キノ
コ

開口
空洞

樹皮
欠損

腐朽
入り
皮

根の
異常

病虫
害

周辺
樹木
との
競合

揺れ 傾斜
打音
異常

鋼棒
貫入

1 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

2 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯

3 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯

4 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

5 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

6 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯

7 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

8 ●●●●線 イチョウ ●● ●.● ●.●

9 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

10 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯

11 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯

12 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

13 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯ ◯

14 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

15 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯

令和６年度 令 和 ７ 年 度 の 取 組

※樹木の総合的な診断・治療
技術を備えた専門家の資格

健全度を考慮し、長期スパン

で段階的に、景観等に配慮

した質の高い管理の実現

統一美のある樹形の創生・
維持

本来の樹形回復後、整った
樹形づくりのための剪定

●健全度を考慮した管理の
重要性を改めて認識

No.2
・●●●●線
・ケヤキ
・広葉樹

育成計画に基づく管理により、
健全度を改善し、本来の樹形
を回復

現状をふまえ、健全度改善の
ための育成計画を策定

現状把握・見える化のため、
健全度診断、樹木台帳の
作成

樹木の健全度を改善することにより本来の樹形を回復したうえで、景観等に配慮した質の高い管理をめざしていく！

街路樹管理のめざす姿

2
2



２．交通安全対策について

（２） 幹線道路の交通安全対策

事故危険箇所
○令和４年３月に第５次事故危険箇所※に指定された三重県内７９箇
所（県管理道路３５箇所）の事故の危険性が高い箇所に対して、道路管
理者と警察が連携しながら交通事故防止対策を推進
（事業期間 令和３年度～令和７年度）
⇒１年前倒しで令和６年度に全て対策完了
⇒第６次事故危険箇所は国で選定中（令和8年度から令和１２年度に
おいて対策予定）

※事故危険箇所・・・交通事故が多発している箇所や、ETC2.0プローブデータ等のビッグデー
タから判明した潜在的な危険箇所等を「事故危険箇所」として指定

通学路交通安全プログラム
○教育委員会・学校・警察・道路管理者等の関係者で推進体制を構築
○市町ごとに実情をふまえた合同点検等を実施し、通学路の安全確保に
向けた取組を継続的に実施
⇒対策完了した箇所において、対策効果を検証するためPDCAサイク
ルにより、対策箇所を継続して点検し通学児童の安全・安心の向上を
図る

県道伊勢南島線（度会町）
歩道整備

対策後

対策前
県道玉城南勢線（度会町）
右折レーンカラー舗装

対策後

対策前

（１） 通学路等の交通安全対策

Ｒ３・Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度

事故危険箇所
（県管理道路）
35箇所※

※第５次事故危険箇所

完成
２０箇所
（５７％）

完成
＋１０箇所
（８６％）

完成
＋５箇所
（１００％）

県道松阪久居線（松阪市）
減速マーク

国道３０９号（熊野市）
視線誘導用ポストコーン

県道宮妻峡線（四日市市）
歩道・ボラード整備

国道３０６号（菰野町）

対策前

対策後 対策後

防護柵設置

対策前

対策後

対策前

対策イメージ

対策イメージ

概要／安全・快適・健全な通行環境の確保

完了

類似箇所で
対策を実施

対策前

対策後

2
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ゾーン３０プラスによる交通安全対策
最高速度３０ｋｍ／ｈの区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより
交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン３０プラス」として設定
道路管理者と警察が緊密に連携し、地域住民等との合意形成を図りながら、
生活道路における人優先の安全・安心な通行空間を整備
⇒幹線道路である国道３０６号と国道４７７号の抜け道対策として、通過
車両の生活エリアへの進入を抑制するため速度低下対策を実施

対策前

踏切道における交通安全対策
「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」に基づき、国土交通省が指定する
県内３箇所の特定道路上（県管理道路）の踏切道において、踏切内に視覚障害
者誘導標示を設置
⇒〇県道上浜高茶屋久居線の近鉄久居駅前（近鉄踏切）に６月設置

⇒〇国道１６３号の近鉄津新町駅前（ＪＲ・近鉄踏切）
〇県道四日市鈴鹿環状線のJR富田駅付近（ＪＲ踏切）に今年度設置予定

横断歩道の交通安全対策
ドライバーに注意と減速を促すため、横断歩道のカラー化を実施

（３） 生活道路の交通安全対策

新たな手法や対策の取入れを積極的に検討し、様々な交通事故の状況を注視しつつ、教育委員会・
学校・警察・市町・地元住民等の関係者と連携しながら交通安全対策を推進

対策後対策前

２．交通安全対策について 概要／安全・快適・健全な通行環境の確保

県内初！！

こども園 県道伊勢磯部線（伊勢市）

横断歩道部のカラー化

対策前 対策後

（出典：国土地理院地図）

カラー舗装（路肩）路面標示

菰野町（菰野地区）
整備計画図（Ｒ７新規）

整備予定の物理的デバイスの紹介

ハンプ スムーズ横断歩道

スムーズ横断歩道③

設置箇所の現況

ゾーン30プラスエリア
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（４）「三重県一般海域等管理条例（仮称）」（骨子案）について

2
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「三重県一般海域等管理条例（仮称）」（骨子案）について

背 景

目 的 一般海域等を適正に管理するため、放置船の措置を規定した条例を制定する。

〇 津波・高潮による二次被害発生 〇 沈廃船からの油流出による環境への影響

〇 港湾・河川・漁港の放置船は約２，０００隻 うち沈廃船は約２６０隻
各法令により措置 （賀田港・浜島港では撤去を命令し、行政代執行を実施）

＜他の水域から持ち込まれ放置＞
一般海域を含めて放置船を解消するため各地区において「放置船対策推進会議」を設置

〇 一般海域では56隻の放置船が確認されている。（浜島港周辺54隻、賀田港周辺２隻）
現法令では解消するよりどころがなく措置不可能

あり方検討会

条例（案）を作成するために有識者で構成する「三重県一般海域管理条例（仮称）あり方検討会」を設置

〇 委員 葛葉教授 （ 三重大学大学院 ） ［会長］ ※水文学
西澤弁護士 （ 楠井法律事務所 ） ［副会長］
植地常務理事 （ 三重県漁業協同組合連合会 ）
清野准教授 （ 九州大学大学院 ） ※沿岸・流域環境保全
三浦教授 （ 神奈川大学 ） ※行政法、地方自治法、環境法、沿岸域法

〇 オブザーバー 三重県警察本部
第四管区海上保安本部

〇 これまでの経緯 第１回 令和７年 ９月１７日開催 課題・目的の検討
第２回 令和７年10月２３日開催 骨子案の作成

放置船
の問題

現 状

課 題
・ 他の水域から持ち込まれることがないように、禁止区域の指定や罰則の規定が必要

2
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他都道府県一般海域管理条例における規定状況

①
岡山県

②
広島県

③
愛媛県

④
山口県

⑤
北海道

⑥
京都府

⑦
大阪府

⑧
香川県

⑨
福岡県

⑩
熊本県

⑪
長崎県

H10制定 Ｈ３制定 Ｈ７制定 Ｈ１０制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１２制定 Ｈ１６制定

1 目的 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 定義 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 禁止行為 ● 〇

占用等

4-1　占用等の許可 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-2　適用除外 ● 〇 〇 〇 〇

4-3　許可の特例 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇
岡山県の条例では規定されていないが、他県の条例や
他法令（港湾法、海岸法、漁港法）で規定されている

4-4　許可の基準 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-5　占用料等 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-6　地位の承継 ● 〇 〇 〇 〇 〇
岡山県の条例では規定されていないが、他県の条例や
他法令（港湾法、海岸法）で規定されている

4-7　権利の譲渡 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-8　原状回復義務 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4-9　占用等の廃止 ● 〇 〇 〇 〇 〇

5 監督処分 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 放置船舶等の措置 ● 〇

7 立入検査等 ● 〇 〇 〇 〇

8 審査会の設置 〇
占用許可の可否を判断するための審査会の設置につい
て、あり方検討会で議論

9 罰則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 委任 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三重県 備考

4
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条例骨子（案）

①目的 一般海域等を適正に管理するための目的を示す

②定義 条例における適用区域を明確にするため、「一般海域等」について定義

③禁止行為 指定された区域に船舶等を放置してはならないことを規定

④占用等

環境の保全や適正な利用を図るため占用等の許可を規定

④-1 占用等の許可 一般海域等の占用又は海底の土地の形状変更を行う場合は許可が必要であることを規定
④-2 適用除外 他法令で承認等を受けた行為については「占用等の許可」の適用除外とすることを規定
④-3 許可の特例 公共事業においては、協議をもって占用等の許可に替えることを規定
④-4 占用の基準 一般海域等の「目的」を阻害する占用申請に対して許可しないことを規定
④-5 占用料等 徴収金額等を規定
④-6 地位の承継 許可を受けた者の相続人等は、届出が必要であることを規定
④-7 権利の譲渡 権利を譲渡するときは、承認が必要であることを規定
④-8 原状回復義務 占用期間満了時には、現状回復することを規定
④-9 占用等の廃止 占用を廃止するときには、届出が必要であることを規定

⑤監督処分 公共事業で使用する等、やむを得ないときは許可の取り消し等をすることができることを規定

⑥放置船舶等
の措置 所有者の有無にかかわらず放置された船舶等に対する措置を規定

⑧罰則 禁止行為、占用許可等に違反した場合、拘禁刑又は罰金刑に処すことを規定

⑦立入検査等 指定した区域に放置された船舶等に立ち入ることができることを規定

⑨委任 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定めることを規定

2
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「一般海域等」の定義

海岸法に規定された区域内の
海域は占用の規定なし
※上図 の範囲

「一般海域等」と定義
※上図 ＋ の範囲

土地 公共海岸

占用の規定なし

海域

本条例において占用許可を規定

海岸の土地

満潮線 干潮線自然斜面凡例

海岸保全区域
（海岸法第3条）一般公共海岸区域

（海岸法第37条の3）

漁港区域
（漁港法第6条）

港湾区域
（港湾法第4条）

50m

50m

一般海域

12海里

河川区域
（河川法
第6条）

低潮線

海洋再生可能エネルギー
発電設備整備促進区域

（海洋再生可能エネルギー発
電設備の整備に係る海域の
利用の促進に関する法律）

満潮線

干潮線

低潮線

堤防

海岸法 港湾法 漁港法
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（５）令和８年度予算の確保に向けた国への要望について 

本県では、政府予算案策定に向けて、本県の施策の展開に必要な予算確保や政策実現に必要な

重要課題等について、国への要望を行っているところです。 

今回、県土整備部からは、下記７項目について国土交通省等に要望しました。 

要望項目（詳細は別冊資料のとおり） 

① 災害に屈しない県土づくりのための防災・減災、国土強靱化の推進

② 安全・円滑な人流・物流を支える道路ネットワーク・拠点整備の推進

③ 災害に強い県土づくりのための流域治水の推進

④ 魅力ある地域づくりの基礎となる社会資本整備の推進

⑤ 安全で快適な住まいまちづくりの推進

⑥ リニア中央新幹線の早期全線開業および三重県駅を核としたまちづくりの検討支援

⑦ 津波避難施設整備への支援の充実

要望先 

国土交通省、財務省、内閣府、総務省 
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審議会等の審議状況（令和 7年 9月 25日～令和 7年 11月 24日） 

（県土整備部） 

１ 審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会 

２ 開催年月日 令和 7年 9月 26日 

３ 委員 委員長  岡島 賢治 

副委員長 小野寺 一成 

委 員 石田 優子 他 6名 

４ 諮問事項 公共事業再評価実施事業 

・道路事業（一般国道３６８号 下太郎生）

・道路事業（一般県道一志出家線 中川原橋）

・道路事業（主要地方道一志美杉線（室ノ口バイパス））

・道路事業（一般県道二本木御衣田線）

５ 調査審議結果 再評価実施事業について、事業の継続が了承された。 

６ 備考 

１ 審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会 

２ 開催年月日 令和 7年 10月 17日 

３ 委員 委員長  岡島  賢治 

副委員長 小野寺 一成 

委 員 石田 優子 他 4名 

４ 諮問事項 公共事業再評価実施事業 

・道路事業（一般県道亀山安濃線（高野尾バイパス））

・道路事業（一般国道３６８号（仁柿峠バイパス））

・水道施設整備事業（北中勢水道用水供給事業）

５ 調査審議結果 再評価実施事業について、事業の継続が了承された。 

６ 備考 
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１ 審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会 

２ 開催年月日 令和 7年 11月 5日 

３ 委員 委員長  岡島  賢治 

副委員長 小野寺 一成 

委 員 石田 優子 他 6名 

４ 諮問事項 公共事業事後評価実施事業 

・中山間地域総合整備事業（御浜西部地区）

・道路事業（主要地方道北勢多度線（阿下喜））

・道路事業（一般国道４７７号四日市湯の山道路）

・道路事業（主要地方道磯部大王線（志島バイパス））

・街路事業（松阪公園大口線外１線）

５ 調査審議結果 事後評価実施事業について、事業の評価結果の妥当性が認めら

れた。 

６ 備考 

１ 審議会等の名称 三重県都市計画審議会 

２ 開催年月日 令和 7年 10月 30日 

３ 委員 会 長  浅野 純一郎 

委 員  中平 恭之 他 19名 

４ 諮問事項 １ 津都市計画道路の変更 

２ 三重県都市計画基本方針の内容について 

５ 調査審議結果 津都市計画道路の変更について、原案どおり答申された。 

三重県都市計画基本方針の内容について、小委員会を設置し、

専門的見地から調査審議することとなった。 

６ 備考 
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